
品川区障害者差別解消推進本部設置要綱 
 
                 制定 平成２８年３月１８日 区長決定 
                           要綱 第１４２号 

改正 令和４年５月２７日  部長決定 
要綱 第１６１号 

改正 令和７年１月３０日  部長決定 
要綱 第６号 

改正 令和８年４月１日   部長決定 
要綱 第１３５号 

 
（趣旨） 
第１条 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成 25 年法律第

65 号）に基づき、あらゆる分野および施策において横断的に連携し、全庁を

挙げて障害を理由とする差別の解消に向けた取組みを推進するため、品川区

障害者差別解消推進本部（以下「推進本部」という。）を設置する。 
 
（所掌事項） 
第２条 推進本部は、次に掲げる事項について検討する。 
（１）障害者差別解消に向けた総合的な取組みの推進に関すること 
（２）区職員対応要領の作成および検証に関すること 
（３）その他必要と認める事項 
 
（組織） 
第３条 推進本部は、本部長、副本部長および本部員をもって組織する。 
２ 本部長は、区長室を担任する副区長をもって充て、本部を代表し、本部の

事務を総括する。 
３ 副本部長は、福祉部を担任する副区長をもって充て、本部長を補佐し、本

部長に事故があるときは、その職務を代理する。 
４ 本部員は、別表に掲げる者をもって充てる。 
 
（運営） 
第４条 推進本部は、本部長が招集する。 
２ 推進会議の進行については、本部長が行う。 
３ 本部長は、必要があると認めるときは、第３条に掲げる者以外の者の出席

を求め、意見を聴き、または説明を求めることができる。 



（庶務） 
第５条 推進本部の庶務は、区長室人権・ジェンダー平等推進課、人事課およ

び福祉部障害者施策推進課において処理する。 
 
（委任） 
第６条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に必要な事項は、区長

室長および障害者施策推進担当部長が別に定める。 
 
附 則 
この要綱は、平成２８年３月１８日から適用する。 

 
この要綱は、令和８年４月１日から適用する。 
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